


は じ め に

癒しの里西小松川へ、ご入所のご相談を頂き
まして誠にありがとうございます。

当施設では介護保険制度により、相互の契約
に基づいた適正な入所を行うために、担当者
より詳細なご説明を行わせて頂き、ご納得頂
いた上で、ご入所のお申込みをいただいてお
ります。



「三幸福祉会の法人理念」

メンバー（職員）の幸せ

ご家族と地域の皆様の幸せ
ファミリー

（ご利用者様）の幸せ

＜ミッション＞ ＜ビジョン＞

家庭の困難を希望に変える！ 日本の家族を明るく元気にする！



親愛と尊敬を込め
ご利用者様の事を

「ファミリー」
とお呼び致します。



ご入所対象者

• 介護保険法の要介護３、４、５の認定を受け、
常時の介護を必要とし、ご自宅での生活や、
ご自宅での介護が困難な方。

• 居宅において日常生活を営むことが困難なこ
とについてやむを得ない事由があることによ
る、要介護１又は２の方の特例的な施設への
入所が認められる方。

• ユニット型介護老人福祉施設の居住費等のお
支払が可能な方。（ご利用料金は別紙参照）



＊江戸川区内の特別養護老人ホームへの入所申込みは、江戸川区の入所指針に

基づき実施されています。

＊お申込み用紙は、江戸川区共通の様式を使用しております。

（他の施設では、多少内容に追加事項が盛り込まれております。）

＊お申込み有効期限は１年間、ご入所の必要度の高いと判断された方からの

入所となり、お申込み順ではございません。

＊複数の施設にお申込み頂けますが、受付窓口は各施設ごととなります。実際

にご本人、ご家族が直接施設をご覧になり、担当者からご説明を受けた上で、

希望の施設を選択されますようお奨めしております。

＊特別養護老人ホーム及び介護付き有料老人ホームに入所中の方は、江戸川区

の入所指針に基づき、状況によって、終身での入所が可能な生活の場に居所

があるとみなされ、入所の優先度が低いと判断する場合がございます。

特別養護老人ホームへの入所申込み



入所申込みについて

＊介護老人福祉施設は、常に介護が必要でご自宅では介護ができない方が対象の施設です。

介護保険制度改正に伴い、平成２７年４月１日以降で新規にお申込みできる方、ご入所

できる方は原則、要介護３以上の方が対象となります。ただし、下記に該当する場合は、

要介護１又は２の方も「特例入所」として対象となります。

＊＜特例入所＞

①認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思の疎通の困

難さが頻繁に見られること。

②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の

困難さ等が頻繁に見られること。

③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であ

ること。

④単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待でき

ず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。



江戸川区特別養護老人ホーム 入所基準表

要介護 要介護 要介護 要介護 要介護

1 2 3 4 5

15 20 35 40 45

15 15 10 10 10

5 5 5 5 5

15 15 30 30 30

7 7 20 20 20

7 7 20 20 20

5 5 15 15 15

5 5 15 15 15

2 2 5 5 5

2 2 5 5 5

10 10 10 10 10

2 2 5 5 5

5 5 5 5 5

合計ポイント

計

計

介護者の状況

退院、退所後の住居が無い

在宅が介護に適さない

同居の介護者による暴力、無視、抑制の可能性がある

その他の状況

要支援、身障手帳３級程度、在宅療養

介護者が７５歳以上

介護者が就労している

介護者が同居

介護協力者がいない

複数の要介護者を介護している

特例入所該当者

本人の状況

要介護度

認知症等による行動・心理症状がある

本人の年齢が８０歳以上

介護者が別居

計

介護者がいない



①お問い合わせ・ご相談

②ご説明

③お申込み

④入所名簿に登録

⑤ご面談

⑥入所検討委員会

・施設の概要や、入所に関する事等をご説明いたします。
・施設、サービス等にご納得頂けましたら、お申込み書をお渡し
致します。

・入所申込書をご記入して頂きます。介護保険証が必要となります。
・現在の介護状況など、お申込書の内容をご確認させて頂く場合が
ございます。

※お申込書の有効期限は１年間となります。

・入所候補者となりましたら、ご本人様やご家族様に直接お会いさ
せて頂き、心身の状況や生活及び介護状況についてご確認いたし
ます。

・面談時の情報を基に検討し、入所の可否を判断いたします。
・入所申込みをして頂いた方に結果をご連絡いたします。

ご入所までの流れ＜１＞



＊「江戸川区特別養護老人ホーム入所指針」に加えて、癒しの里

西小松川の入所基準（医療行為者等を含む）を勘案し入所を

決定しております。

＊癒しの里西小松川 入所検討委員会

①委員会は施設長、生活相談員、介護支援専門員、介護主任、

看護主任、非常勤医師、機能訓練指導員、管理栄養士から構成

されております。

②委員会は月に１回、施設内にて開催しております。

③委員会の審議は、プライバシー保護の非公開です。

癒しの里西小松川 入所検討委員会



① 原則として要介護度３から５の方

② 要介護１、２の方でも「特例入所」が認められる者

③ 江戸川区特別養護老人ホーム入所基準表によるポイント

④ 訪問調査（アセスメント）の内容

⑤ 施設の職員体制など、受入れ体制の状況

⑥ 入所予定者の状況によっての検討

・既にご利用している他の入所者に対し、特別な配慮を要する場合

・入所時において、入院を必要とする疾患がある場合

・入所時において他のご利用者に感染する恐れのある疾患がある場合

・その他、施設における介護上で特別な配慮を要する場合

癒しの里西小松川 入所基準＜１＞



⑦ 医療行為の必要性の有無

１)次に掲げる事項については、他の条件が備わっていれば受け入れるものとする。

・膀胱留置カテーテル（但し、往診ドクターの管理に同意される方）

・人工肛門（ストマー）

・インシュリン注射（但し、注射時間については施設の状況に合う方）

２)次に掲げる事項については、その時の状況に応じて受け入れの判断をする

・痰の吸引

・経管栄養

・褥瘡のある方

・在宅酸素の必要な方

・人工透析の必要な方

癒しの里西小松川 入所基準＜２＞



３)次に掲げる事項については、受け入れられないものとする。

・腎臓カテーテル使用の方

・気管切開されている方

・常時点滴の必要な方

・疥癬発症の方（疑いのある方も不可）

・結核の方（疑いのある方も不可）

・施設非常勤医師が施設内医療行為を行えないと判断した方

⑧ 入所可否の決定について

入所基準＜１＞＜２＞＜３＞に掲げる項目を総合的に判断し、入所検討委員会にて、
入所の可否を決定する。

癒しの里西小松川 入所基準＜３＞



入所可

（施設の入退所状況によりお待ち

頂く場合がございます。）

入所手続き

（入所に際しての契約書等の

手続きを行います。）

ご入所

入所否

（入所名簿への登録は

判断されます。）

入所検討委員会

ご入所までの流れ＜２＞



特別な事由による優先入所
＊＜要介護度への考慮＞

介護職員＋看護師の人数は、ご利用者３人に対して１人という人員配置基準があり、

健全な施設運営を維持する見地より、平均介護度を勘案して入所を決定させて頂く事

もございます。

＊＜「江戸川区特別養護老人ホーム入所指針」等により下記に該当する場合は特別な

事由による優先入所となります。＞

①家族から遺棄・虐待を受けている場合、認知症等により意思能力が乏しく代理する家族

が無いなど契約の締結ができない場合等の理由により行われる「老人福祉法による措置

入所」の場合。

②災害、事故等により緊急入所が必要となり江戸川区から依頼を受けた場合。

③長期入院により退所した者で、再入所の必要が生じた場合。ただし、要介護１又は２の

被保険者は新規入所者として扱う。



ユニット型特別養護老人ホーム ＆ デイサービス

癒しの里 西小松川は、こんなところ



＊全室個室のユニット型施設です。ユニットごとで、馴染みの介護スタッフと共に

家庭的な生活を送って頂ける空間づくりに努めて参ります。

各居室にはベッド、タンス、トイレ、洗面台が完備されております。ご入居の際

は、住みなれた自宅の延長と考え、ご愛用されていたタンスや鏡、時計、座布団

お好みの飾りや思い出のお写真など、お持込み頂きお部屋を好きにしつらえる事

が可能です。お一人おひとりの個性や個々の生活リズムを尊重し、また他者との

人間関係を構築しながら、一緒に生活をする介護サービスに努めて参ります。

＊１ユニット最大１２名の居室があり、リビング、キッチン、浴室が設置されてお

りユニット内で生活が完結でき、より家庭に近い環境で生活いただけると考えて

おります。

癒しの里 西小松川の特徴（１）



＊「自分のことは、できるかぎり自分でしたい。」障碍があっても、自分のできる

ことを続けられるよう、「自立支援」をテーマにケアを行って参ります。

＊食事は生活での楽しみの一つ。ふつうの食事を口から食べて頂けるよう、歯科医

と連携し口腔環境を整え、可能な限り食べる楽しみを支援して参ります。

＊生活機能回復の原点でもあるトイレでの排泄。寝たきり、皮膚のトラブルを避け

るためにも適切な水分摂取、運動、睡眠を通じて、腸内環境を整え、自然な排泄

が行えるケアに努めて参ります。

＊最先端のリハビリ機器を設置し、セラピストからの専門的なリハビリを行う他、

ユニットに歩行器を複数配置し、可能な限り歩行する事を意識したケアの提供

に努めて参ります。

癒しの里 西小松川の特徴（２）



＊施設の外に出なくとも、外出した雰囲気を感じることが出来るケアの提供を、

考えております。ご入居されたユニットが自宅であるため、施設内でもユニット

から出ればそこは外出。定期的に１階の地域交流スペースにコンビニや喫茶店、

居酒屋を作り、ちょっとした外出の気分を感じて頂けると思います。

また、理美容もユニットの外で場所を設置し、美容院や床屋に行った気分を感じ

て頂きたいと考えております。

＊ご入居者の方はもちろん、そのご家族様や地域の皆様も参加頂ける、施設の全体

行事も行います。「夏祭り」「敬老会」地域交流の場として、社会とのつながり

を感じて頂けると思います。

＊料理がしたい、映画が観たい、お一人おひとりのやりたい事を可能にしていく

支援を行っていきます。

癒しの里 西小松川の特徴（３）



＊ご本人、ご家族の意向に沿い、協力病院と医師との連携のもと、

施設にて看取り介護（ターミナルケア）を行う事が可能です。

＊病院での入院時、退院時はご家族にてお手続きをお願い致し

ます。

＊ご入所後、病院へ入院となった場合は、退院の見込みのある

場合に限り３ヵ月間は居室を確保させて頂きますが、病院の

医師より３ヵ月以内の退院ができないと診断があった場合は、

一旦契約が解除（一時退所）となります。

再度、施設での生活が可能と医師より診断を受けた場合は優先

的に入所の準備をさせて頂きます。

癒しの里 西小松川では



江戸川区特別養護老人ホーム 料金表①

あ
く
ま
で
目
安
の

料
金
と
な
り
ま
す
。

「
別
途
、
医
療
費
と

雑
費
が
掛
か
り
ま
す
」

介護認定 居住費（１日） 食費（１日） １割負担 1日個人負担 ３０日負担額

要介護５ 820 300 1,074 2,194 65,820
要介護４ 820 300 997 2,117 63,510
要介護３ 820 300 921 2,041 61,230
要介護２ 820 300 839 1,959 58,770
要介護１ 820 300 763 1,883 56,490
要介護５ 820 390 1,074 2,284 68,520
要介護４ 820 390 997 2,207 66,210
要介護３ 820 390 921 2,131 63,930
要介護２ 820 390 839 2,049 61,470
要介護１ 820 390 763 1,973 59,190
要介護５ 1,310 650 1,074 3,034 91,020
要介護４ 1,310 650 997 2,957 88,710
要介護３ 1,310 650 921 2,881 86,430
要介護２ 1,310 650 839 2,799 83,970
要介護１ 1,310 650 763 2,723 81,690
要介護５ 2,200 1,600 1,074 4,874 146,220
要介護４ 2,200 1,600 997 4,797 143,910
要介護３ 2,200 1,600 921 4,721 141,630
要介護２ 2,200 1,600 839 4,639 139,170
要介護１ 2,200 1,600 763 4,563 136,890

（個室）
個人支払額・試算表 　個人負担額

対　象　者

第
一
段
階

・世帯の全員が区民税を課税さ
れていない方で、老齢福祉年
金を受給されている方
・生活保護等を受給されている
方

第
三
段
階

世帯の全員が区民税を課税さ
れていない方で、上記第２段階
以外の方

介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム　癒しの里　西小松川　利用料金表　　介護保険料１割の方

第
ニ
段
階

世帯の全員が区民税を課税さ
れていない方で、合計所得金
額と公的年金等収入額の合計
が年間８０万円以下の方

第
四
段
階

上記以外の方

※平成29年4月１日から



江戸川区特別養護老人ホーム 料金表②

上記料金はあくまで目安の料金となります。

「別途、医療費と雑費が掛かります」

介護認定 居住費（１日） 食費（１日） ２割負担 1日個人負担 ３０日負担額

要介護５ 2,200 1,600 2,147 5,947 178,410
要介護４ 2,200 1,600 1,995 5,795 173,850
要介護３ 2,200 1,600 1,842 5,642 169,260
要介護２ 2,200 1,600 1,678 5,478 164,340
要介護１ 2,200 1,600 1,526 5,326 159,780

※平成29年4月１日から

介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム　癒しの里　西小松川　利用料金表　介護保険料２割の方

個室
個人支払額・試算表 　個人負担額

対　象　者

第
四
段
階

負担限度額認定証
対象外の方



青年橋

癒しの里
西小松川

協力医療機関①

癒しの里から徒歩３分ほど！

＜診療科目＞
・内科・外科・泌尿器科・循環器内科・腎臓内科・人工透析

＜外来＞
・月曜日～土曜日
・８：３０～１１：３０（午前）
１４：００～１７：００（午後）

＜ご連絡先＞
＊住所 ： 〒１３２－００３３

江戸川区東小松川２－７－１
＊電話 ： ０３ー５６６１－３８７２
＊URL ： http://www.jisei-kai.or.jp



＊当施設は、ご利用者様に不利益とならぬよう努力を重ねておりますが

皆様方も諸サービスを十分にご理解を頂いた上でご検討ください。

＊ご家族様には施設のサービス内容をご理解して頂く為に、行事、

イベント事へのご参加や積極的なご面会のご協力をお願いしております。

ご家族様とのつながりは、ご利用者様へのサービス向上につながり、

施設生活を充実させるポイントとなります。

＊ご本人様、ご家族様からの意見や提言などは積極的にお伺いいたします。

＊ご相談窓口を設置しております。サービス内容等による相談・苦情につ

きましては、ご遠慮なくご相談下さい。

ご本人様・ご家族様へのお願い



２月末までのご相談・申込受付場所

ご不明な点がございましたら下記にご連絡下さい。
＜入所申込書の受取、お渡し、郵送先＞

・担当者 ： 癒しの里西小松川入居受付係

・電 話 ： ０３－５６２９－５８６６（癒しの里亀有内）

・F A X   ： ０３－５６２９－３４３９
・住 所 ： 〒１３２－００３５

江戸川区平井３－１７－１３
杜の癒しハウスひらい

※お申込み提出場所とお問い合わせ先の場所が異なりますので、お気を付け下さい。



住所：〒１２３－００３２
江戸川区西小松川町１番２１号

（天祖神社の隣）

癒しの里
西小松川

癒しの里西小松川



こちらは３月からの、ご相談・お問い合わせ

ご不明な点がございましたら下記にご連絡下さい。

・担当者 ： 生活相談員
・電 話 ： ０３－３６５４－７６５０
・F A X   ： ０３－３６５４－７６５１
・住 所 ： 〒１２３－００３２

江戸川区西小松川町１番２１号

※上記は平成２９年３月１日からの連絡先

・入所待機期間中の介護相談や、様々な在宅サービス利用の
ご相談は、当施設含めお近くの熟年相談室へご相談下さい。



社会福祉法人 三幸福祉会

癒しの里 西小松川

平成２９年１月１１日発信


